
（
税
理
士
法
の
一
部
改
正
）

第
十
三
条

税
理
士
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
三
十
七
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

（
税
理
士
の
業
務
）

（
税
理
士
の
業
務
）

第
二
条

税
理
士
は
、
他
人
の
求
め
に
応
じ
、
租
税
（
印
紙
税
、
登
録
免
許
税
、
関
税

第
二
条

税
理
士
は
、
他
人
の
求
め
に
応
じ
、
租
税
（
印
紙
税
、
登
録
免
許
税
、
関
税

、
法
定
外
普
通
税
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
十
条

、
法
定
外
普
通
税
（
地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
十
条

の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
道
府
県
法
定
外
普
通
税
及
び
市
町
村
法
定
外
普
通
税
を
い

の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
道
府
県
法
定
外
普
通
税
及
び
市
町
村
法
定
外
普
通
税
を
い

う
。
）
、
法
定
外
目
的
税
（
同
項
に
規
定
す
る
法
定
外
目
的
税
を
い
う
。
）
そ
の
他

う
。
）
、
法
定
外
目
的
税
（
同
項
に
規
定
す
る
法
定
外
目
的
税
を
い
う
。
）
そ
の
他

の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
十
一
号
を
除
き
、
以

の
政
令
で
定
め
る
も
の
を
除
く
。
第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
十
号
を
除
き
、
以
下

下
同
じ
。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
。

同
じ
。
）
に
関
し
、
次
に
掲
げ
る
事
務
を
行
う
こ
と
を
業
と
す
る
。

一

省

略

一

同

上

二

税
務
書
類
の
作
成
（
税
務
官
公
署
に
対
す
る
申
告
等
に
係
る
申
告
書
、
申
請
書

二

税
務
書
類
の
作
成
（
税
務
官
公
署
に
対
す
る
申
告
等
に
係
る
申
告
書
、
申
請
書

、
請
求
書
、
不
服
申
立
書
そ
の
他
租
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
作
成

、
請
求
書
、
不
服
申
立
書
そ
の
他
租
税
に
関
す
る
法
令
の
規
定
に
基
づ
き
、
作
成

し
、
か
つ
、
税
務
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録

し
、
か
つ
、
税
務
官
公
署
に
提
出
す
る
書
類
（
そ
の
作
成
に
代
え
て
電
磁
的
記
録

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と
が

（
電
子
的
方
式
、
磁
気
的
方
式
そ
の
他
の
人
の
知
覚
に
よ
つ
て
は
認
識
す
る
こ
と

で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理
の

が
で
き
な
い
方
式
で
作
ら
れ
る
記
録
で
あ
つ
て
、
電
子
計
算
機
に
よ
る
情
報
処
理

用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
を
作
成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該

の
用
に
供
さ
れ
る
も
の
を
い
う
。
第
三
十
四
条
第
一
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
作

電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
財
務
省
令
で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
申

成
す
る
場
合
に
お
け
る
当
該
電
磁
的
記
録
を
含
む
。
以
下
同
じ
。
）
で
財
務
省
令

告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
を
い
う
。
）

で
定
め
る
も
の
（
以
下
「
申
告
書
等
」
と
い
う
。
）
を
作
成
す
る
こ
と
を
い
う
。
）

三

省

略

三

同

上

２

省

略

２

同

上

３

前
二
項
の
規
定
は
、
税
理
士
が
他
の
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人
（
第
四
十
八
条
の

３

前
二
項
の
規
定
は
、
税
理
士
が
他
の
税
理
士
又
は
税
理
士
法
人
（
第
四
十
八
条
の

二
に
規
定
す
る
税
理
士
法
人
を
い
う
。
次
章
、
第
四
章
及
び
第
五
章
に
お
い
て
同
じ

二
に
規
定
す
る
税
理
士
法
人
を
い
う
。
次
章
、
第
四
章
及
び
第
五
章
に
お
い
て
同
じ

。
）
の
補
助
者
と
し
て
前
二
項
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

。
）
の
補
助
者
と
し
て
こ
れ
ら
の
項
の
業
務
に
従
事
す
る
こ
と
を
妨
げ
な
い
。

（
税
理
士
の
業
務
に
お
け
る
電
磁
的
方
法
の
利
用
等
を
通
じ
た
納
税
義
務
者
の
利
便

の
向
上
等
）

第
二
条
の
三

税
理
士
は
、
第
二
条
の
業
務
を
行
う
に
当
た
つ
て
は
、
同
条
第
一
項
各

号
に
掲
げ
る
事
務
及
び
同
条
第
二
項
の
事
務
に
お
け
る
電
磁
的
方
法
（
電
子
情
報
処

理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
そ
の
他
の
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法
を
い
う
。

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
八
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
積
極
的
な
利
用
そ
の
他
の

取
組
を
通
じ
て
、
納
税
義
務
者
の
利
便
の
向
上
及
び
そ
の
業
務
の
改
善
進
歩
を
図
る



よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
欠
格
条
項
）

（
欠
格
条
項
）

第
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
前
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

第
四
条

同

上

税
理
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
。

一
～
六

省

略

一
～
六

同

上

七

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
四
条
第
三
号
に
掲
げ
る
処
分
を
受

け
る
べ
き
で
あ
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
決
定
を
受
け
た
者
で
、
当
該
決
定
を
受
け
た

日
か
ら
三
年
を
経
過
し
な
い
も
の

八

省

略

七

同

上

九

省

略

八

同

上

十

省

略

九

同

上

十
一

省

略

十

同

上

（
受
験
資
格
）

（
受
験
資
格
）

第
五
条

税
理
士
試
験
（
次
条
第
一
号
に
定
め
る
科
目
の
試
験
に
限
る
。
）
は
、
次
の

第
五
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
税
理
士
試
験
を
受
け
る
こ
と
が

各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
で
な
け
れ
ば
、
受
け
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

で
き
る
。

一

省

略

一

同

上

二

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
若
し

二

学
校
教
育
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
二
十
六
号
）
の
規
定
に
よ
る
大
学
若
し

く
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
こ
れ
ら
の
学
校
に
お
い
て
社
会
科
学
に
属

く
は
高
等
専
門
学
校
を
卒
業
し
た
者
で
こ
れ
ら
の
学
校
に
お
い
て
法
律
学
又
は
経

す
る
科
目
を
修
め
た
も
の
又
は
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
に

済
学
を
修
め
た
も
の
又
は
同
法
第
九
十
一
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
同
法
に
よ
る

よ
る
大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
財
務

大
学
を
卒
業
し
た
者
と
同
等
以
上
の
学
力
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
た
者
で
財
務
省
令

省
令
で
定
め
る
学
校
に
お
い
て
社
会
科
学
に
属
す
る
科
目
を
修
め
た
も
の

で
定
め
る
学
校
に
お
い
て
法
律
学
又
は
経
済
学
を
修
め
た
も
の

三
・
四

省

略

三
・
四

同

上

五

国
税
審
議
会
が
社
会
科
学
に
属
す
る
科
目
に
関
し
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等

五

国
税
審
議
会
が
法
律
学
又
は
経
済
学
に
関
し
前
三
号
に
掲
げ
る
者
と
同
等
以
上

以
上
の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た
者

の
学
力
を
有
す
る
も
の
と
認
定
し
た
者

２

前
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
又
は
業
務
の
二
以
上
に
従
事
し
た
者

２

前
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
又
は
業
務
の
二
以
上
に
従
事
し
た
者
は
、
こ
れ
ら
の

は
、
こ
れ
ら
の
事
務
又
は
業
務
の
二
以
上
に
従
事
し
た
期
間
を
通
算
し
た
場
合
に
、

事
務
又
は
業
務
の
二
以
上
に
従
事
し
た
期
間
を
通
算
し
た
場
合
に
、
そ
の
期
間
が
二

そ
の
期
間
が
二
年
以
上
に
な
る
と
き
は
、
同
号
に
該
当
す
る
者
と
み
な
し
て
、
同
項

年
以
上
に
な
る
と
き
は
、
税
理
士
試
験
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
。

の
規
定
を
適
用
す
る
。

３

第
一
項
第
一
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で
に
掲
げ
る
事
務
又
は
業
務
に
類
す
る
事
務
又
は
業

３

前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
務
又
は
業
務

務
と
し
て
国
税
審
議
会
の
認
定
を
受
け
た
事
務
又
は
業
務
は
、
同
号
イ
か
ら
ヘ
ま
で

に
類
す
る
事
務
又
は
業
務
と
し
て
国
税
審
議
会
の
認
定
を
受
け
た
事
務
又
は
業
務
は

に
掲
げ
る
事
務
又
は
業
務
と
み
な
し
て
、
前
二
項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

、
同
号
に
掲
げ
る
事
務
又
は
業
務
と
み
な
す
。



４

省

略

４

同

上

（
税
理
士
名
簿
）

（
税
理
士
名
簿
）

第
十
九
条

省

略

第
十
九
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

日
本
税
理
士
会
連
合
会
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
税

３

日
本
税
理
士
会
連
合
会
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
税

理
士
名
簿
を
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

理
士
名
簿
を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
（
こ
れ
に
準
ず
る
方
法
に
よ
り
一
定
の
事
項
を
確
実
に

記
録
し
て
お
く
こ
と
が
で
き
る
物
を
含
む
。
第
四
十
一
条
及
び
第
四
十
八
条
の
十
に

お
い
て
同
じ
。
）
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
登
録
拒
否
事
由
）

（
登
録
拒
否
事
由
）

第
二
十
四
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
税
理
士
の
登
録
を
受
け
る

第
二
十
四
条

同

上

こ
と
が
で
き
な
い
。

一
～
五

省

略

一
～
五

同

上

六

第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
第
四
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
処
分
を
受

け
る
べ
き
で
あ
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
決
定
を
受
け
た
者
で
、
同
項
後
段
の
規
定
に

よ
り
明
ら
か
に
さ
れ
た
期
間
を
経
過
し
な
い
も
の

七

次
の
イ
又
は
ロ
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
、
税
理
士
業
務
を
行
わ
せ
る
こ
と
が
そ

六

同

上

の
適
正
を
欠
く
お
そ
れ
が
あ
る
者

イ

省

略

イ

同

上

ロ

第
四
条
第
三
号
か
ら
第
十
一
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た
者
が
当

ロ

第
四
条
第
三
号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
し
て
い
た
者
が
当
該

該
各
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
当
該
各
号
に
規
定
す
る
年
数
を
経
過
し
て
登
録
の

各
号
に
規
定
す
る
日
か
ら
当
該
各
号
に
規
定
す
る
年
数
を
経
過
し
て
登
録
の
申

申
請
を
し
た
と
き
。

請
を
し
た
と
き
。

八

省

略

七

同

上

（
登
録
の
取
消
し
）

（
登
録
の
取
消
し
）

第
二
十
五
条

日
本
税
理
士
会
連
合
会
は
、
税
理
士
の
登
録
を
受
け
た
者
が
、
次
の
各

第
二
十
五
条

同

上

号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
と
き
は
、
第
四
十
九
条
の
十
六
に
規
定
す
る
資
格
審
査

会
の
議
決
に
基
づ
き
、
当
該
登
録
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

一

省

略

一

同

上

二

第
二
十
四
条
第
七
号
（
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す

二

第
二
十
四
条
第
六
号
（
イ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
規
定
す
る
者
に
該
当
す

る
に
至
つ
た
と
き
。

る
に
至
つ
た
と
き
。

三

省

略

三

同

上



２

省

略

２

同

上

３

前
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ

３

前
条
第
一
項
及
び
第
四
項
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
登
録
を
取
り
消
さ

れ
た
者
に
お
い
て
当
該
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合

れ
た
者
に
お
い
て
当
該
処
分
に
不
服
が
あ
る
場
合
に
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い

に
お
い
て
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
六

て
、
同
条
第
四
項
中
「
第
四
十
六
条
第
二
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
四
十
六
条
第
一

条
第
一
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

（
登
録
の
抹
消
）

（
登
録
の
抹
消
）

第
二
十
六
条

日
本
税
理
士
会
連
合
会
は
、
税
理
士
が
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当

第
二
十
六
条

同

上

す
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
そ
の
登
録
を
抹
消
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
四
条
第
二
号
か
ら
第
六
号
ま
で
又
は
第
八

四

前
号
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
第
四
条
第
二
号
か
ら
第
九
号
ま
で
の
い
ず
れ

号
か
ら
第
十
号
ま
で
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に

か
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
こ
と
そ
の
他
の
事
由
に
よ
り
税
理
士
た
る
資
格
を
有
し

よ
り
税
理
士
た
る
資
格
を
有
し
な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

な
い
こ
と
と
な
つ
た
と
き
。

２

省

略

２

同

上

（
帳
簿
作
成
の
義
務
）

（
帳
簿
作
成
の
義
務
）

第
四
十
一
条

省

略

第
四
十
一
条

同

上

２

省

略

２

同

上

３

税
理
士
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
帳
簿
を
電
磁
的
記

３

税
理
士
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
第
一
項
の
帳
簿
を
磁
気
デ
ィ

録
を
も
つ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
除
斥
期
間
）

第
四
十
七
条
の
三

懲
戒
の
事
由
が
あ
つ
た
と
き
か
ら
十
年
を
経
過
し
た
と
き
は
、
懲

戒
の
手
続
を
開
始
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）

（
懲
戒
処
分
の
公
告
）

第
四
十
七
条
の
四

省

略

第
四
十
八
条

同

上

（
懲
戒
処
分
を
受
け
る
べ
き
で
あ
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
の
決
定
等
）

第
四
十
八
条

財
務
大
臣
は
、
税
理
士
で
あ
つ
た
者
に
つ
き
税
理
士
で
あ
つ
た
期
間
内

に
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
行
為
又
は
事
実
が
あ
る
と
認
め
た
と

き
は
、
当
該
税
理
士
で
あ
つ
た
者
が
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
受
け
る
べ

き
で
あ
つ
た
こ
と
に
つ
い
て
決
定
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、



財
務
大
臣
は
、
当
該
税
理
士
で
あ
つ
た
者
が
受
け
る
べ
き
で
あ
つ
た
懲
戒
処
分
の
種

類
（
当
該
懲
戒
処
分
が
第
四
十
四
条
第
二
号
に
掲
げ
る
処
分
で
あ
る
場
合
に
は
、
懲

戒
処
分
の
種
類
及
び
税
理
士
業
務
の
停
止
を
す
べ
き
期
間
）
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。

２

第
四
十
七
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
は
、
税
理
士
で
あ
つ
た
者
に
つ
き

税
理
士
で
あ
つ
た
期
間
内
に
第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
に
規
定
す
る
行
為
又
は

事
実
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３

第
四
十
七
条
第
四
項
及
び
第
五
項
並
び
に
前
二
条
の
規
定
は
、
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
決
定
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
業
務
の
範
囲
）

（
業
務
の
範
囲
）

第
四
十
八
条
の
五

税
理
士
法
人
は
、
税
理
士
業
務
を
行
う
ほ
か
、
定
款
で
定
め
る
と

第
四
十
八
条
の
五

税
理
士
法
人
は
、
税
理
士
業
務
を
行
う
ほ
か
、
定
款
で
定
め
る
と

こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
条
第
二
項
の
業
務
そ
の
他
の
業
務
で
税
理
士
が
行
う
こ
と
が
で

こ
ろ
に
よ
り
、
第
二
条
第
二
項
の
業
務
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
財
務
省

き
る
も
の
と
し
て
財
務
省
令
で
定
め
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き

令
で
定
め
る
業
務
の
全
部
又
は
一
部
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

る
。

（
成
立
の
届
出
等
）

（
成
立
の
届
出
等
）

第
四
十
八
条
の
十

省

略

第
四
十
八
条
の
十

同

上

２

省

略

２

同

上

３

日
本
税
理
士
会
連
合
会
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
名
簿

３

日
本
税
理
士
会
連
合
会
は
、
財
務
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
前
項
の
名
簿

を
電
磁
的
記
録
を
も
つ
て
作
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

を
磁
気
デ
ィ
ス
ク
を
も
つ
て
調
製
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
税
理
士
の
権
利
及
び
義
務
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

（
税
理
士
の
権
利
及
び
義
務
等
に
関
す
る
規
定
の
準
用
）

第
四
十
八
条
の
十
六

第
一
条
、
第
二
条
の
三
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十

第
四
十
八
条
の
十
六

第
一
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
四
条
か
ら
第
三

四
条
か
ら
第
三
十
七
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
一

十
七
条
の
二
ま
で
、
第
三
十
九
条
及
び
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
一
条
の
三
ま
で
の

条
の
三
ま
で
の
規
定
は
、
税
理
士
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

規
定
は
、
税
理
士
法
人
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

（
法
定
脱
退
）

（
法
定
脱
退
）

第
四
十
八
条
の
十
七

税
理
士
法
人
の
社
員
は
、
次
に
掲
げ
る
理
由
に
よ
つ
て
脱
退
す

第
四
十
八
条
の
十
七

同

上

る
。

一
～
三

省

略

一
～
三

同

上

四

第
四
十
三
条
の
規
定
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
。

五

第
四
十
五
条
又
は
第
四
十
六
条
の
規
定
に
よ
る
税
理
士
業
務
の
停
止
の
処
分
を



受
け
た
こ
と
。

六

省

略

四

同

上

（
違
法
行
為
等
に
つ
い
て
の
処
分
）

（
違
法
行
為
等
に
つ
い
て
の
処
分
）

第
四
十
八
条
の
二
十

省

略

第
四
十
八
条
の
二
十

同

上

２

第
四
十
七
条
、
第
四
十
七
条
の
三
及
び
第
四
十
七
条
の
四
の
規
定
は
、
前
項
の
処

２

第
四
十
七
条
及
び
第
四
十
八
条
の
規
定
は
、
前
項
の
処
分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

分
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

３
・
４

省

略

３
・
４

同

上

（
税
理
士
会
の
会
則
）

（
税
理
士
会
の
会
則
）

第
四
十
九
条
の
二

省

略

第
四
十
九
条
の
二

同

上

２

税
理
士
会
の
会
則
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２

同

上

一
～
七

省

略

一
～
七

同

上

八

第
二
条
の
業
務
に
お
い
て
電
磁
的
方
法
に
よ
り
行
う
事
務
に
関
す
る
規
定

九

省

略

八

同

上

十

省

略

九

同

上

十
一

省

略

十

同

上

十
二

省

略

十
一

同

上

十
三

省

略

十
二

同

上

３

省

略

３

同

上

（
日
本
税
理
士
会
連
合
会
の
会
則
）

（
日
本
税
理
士
会
連
合
会
の
会
則
）

第
四
十
九
条
の
十
四

日
本
税
理
士
会
連
合
会
の
会
則
に
は
、
次
の
事
項
を
記
載
し
な

第
四
十
九
条
の
十
四

同

上

け
れ
ば
な
ら
な
い
。

一

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
、
第
八
号
及
び

一

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
一
号
、
第
三
号
か
ら
第
五
号
ま
で
及
び
第
十
号
か

第
十
一
号
か
ら
第
十
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

ら
第
十
二
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項

二
～
五

省

略

二
～
五

同

上

六

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
十
号
に
規
定
す
る
税
理
士
業
務
の
実
施
の
基
準
に

六

第
四
十
九
条
の
二
第
二
項
第
九
号
に
規
定
す
る
税
理
士
業
務
の
実
施
の
基
準
に

関
す
る
規
定

関
す
る
規
定

２

省

略

２

同

上

（
税
理
士
業
務
を
行
う
弁
護
士
等
）

（
税
理
士
業
務
を
行
う
弁
護
士
等
）

第
五
十
一
条

省

略

第
五
十
一
条

同

上



２

前
項
の
規
定
に
よ
り
税
理
士
業
務
を
行
う
弁
護
士
は
、
税
理
士
業
務
を
行
う
範
囲

２

前
項
の
規
定
に
よ
り
税
理
士
業
務
を
行
う
弁
護
士
は
、
税
理
士
業
務
を
行
う
範
囲

に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
八
条

に
お
い
て
、
第
一
条
、
第
三
十
条
、
第
三
十
一
条
、
第
三
十
三
条
か
ら
第
三
十
八
条

ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
一
条
の
三
ま
で
、
第
四
十
三
条
前
段
、
第
四
十
四

ま
で
、
第
四
十
一
条
か
ら
第
四
十
一
条
の
三
ま
で
、
第
四
十
三
条
前
段
、
第
四
十
四

条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
税
理
士
業
務
の
禁
止
の
処
分
に
関
す

条
か
ら
第
四
十
六
条
ま
で
（
こ
れ
ら
の
規
定
中
税
理
士
業
務
の
禁
止
の
処
分
に
関
す

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
七
条
の
三
、
第
四
十
七
条
の
四
及
び

る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
七
条
、
第
四
十
八
条
、
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
五

第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
税
理
士
と
み
な

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
税
理
士
と
み
な
す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三

す
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
第
三
十
三
条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
中

十
三
条
第
三
項
及
び
第
三
十
三
条
の
二
第
三
項
中
「
税
理
士
で
あ
る
旨
そ
の
他
財
務

「
税
理
士
で
あ
る
旨
そ
の
他
財
務
省
令
で
定
め
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十

省
令
で
定
め
る
事
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
第
五
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
弁
護
士
で
あ
る
旨
及
び
同
条
第
三
項
の
規

を
し
た
弁
護
士
で
あ
る
旨
及
び
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
通
知
を
し
た
弁
護
士
法

定
に
よ
る
通
知
を
し
た
弁
護
士
法
人
又
は
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人

人
又
は
弁
護
士
・
外
国
法
事
務
弁
護
士
共
同
法
人
の
業
務
と
し
て
同
項
の
業
務
を
行

の
業
務
と
し
て
同
項
の
業
務
を
行
う
場
合
に
は
こ
れ
ら
の
法
人
の
名
称
」
と
す
る
。

う
場
合
に
は
こ
れ
ら
の
法
人
の
名
称
」
と
す
る
。

３

省

略

３

同

上

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
税
理
士
業
務
を
行
う
弁
護
士
法
人
又
は
弁
護
士
・
外
国
法
事

４

前
項
の
規
定
に
よ
り
税
理
士
業
務
を
行
う
弁
護
士
法
人
又
は
弁
護
士
・
外
国
法
事

務
弁
護
士
共
同
法
人
は
、
税
理
士
業
務
を
行
う
範
囲
に
お
い
て
、
第
三
十
三
条
、
第

務
弁
護
士
共
同
法
人
は
、
税
理
士
業
務
を
行
う
範
囲
に
お
い
て
、
第
三
十
三
条
、
第

三
十
三
条
の
二
、
第
四
十
八
条
の
十
六
（
第
二
条
の
三
及
び
第
三
十
九
条
の
規
定
を

三
十
三
条
の
二
、
第
四
十
八
条
の
十
六
（
第
三
十
九
条
の
規
定
を
準
用
す
る
部
分
を

準
用
す
る
部
分
を
除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
十
（
税
理
士
法
人
に
対
す
る
解
散

除
く
。
）
、
第
四
十
八
条
の
二
十
（
税
理
士
法
人
に
対
す
る
解
散
の
命
令
に
関
す
る

の
命
令
に
関
す
る
部
分
を
除
く
。
）
及
び
第
五
十
四
条
か
ら
第
五
十
六
条
ま
で
の
規

部
分
を
除
く
。
）
、
第
五
十
四
条
及
び
第
五
十
五
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
税
理
士
法
人
と
み
な
す
。

税
理
士
法
人
と
み
な
す
。

（
監
督
上
の
措
置
）

（
監
督
上
の
措
置
）

第
五
十
五
条

省

略

第
五
十
五
条

同

上

２

国
税
庁
長
官
は
、
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
の
た
め
必
要
が
あ
る

と
き
は
、
税
理
士
で
あ
つ
た
者
か
ら
報
告
を
徴
し
、
又
は
当
該
職
員
を
し
て
税
理
士

で
あ
つ
た
者
に
質
問
し
、
若
し
く
は
そ
の
業
務
に
関
す
る
帳
簿
書
類
を
検
査
さ
せ
る

こ
と
が
で
き
る
。

３

前
二
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
、
質
問
又
は
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の

２

前
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
の
徴
取
、
質
問
又
は
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た

た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
関
係
人
等
へ
の
協
力
要
請
）

第
五
十
六
条

国
税
庁
長
官
は
、
こ
の
法
律
の
規
定
に
違
反
す
る
行
為
又
は
事
実
が
あ

第
五
十
六
条

削
除

る
と
思
料
す
る
と
き
そ
の
他
税
理
士
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
す
る
た
め
必
要
が

あ
る
と
き
は
、
関
係
人
又
は
官
公
署
に
対
し
、
当
該
職
員
を
し
て
、
必
要
な
帳
簿
書

類
そ
の
他
の
物
件
の
閲
覧
又
は
提
供
そ
の
他
の
協
力
を
求
め
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。



（
事
務
の
委
任
）

（
事
務
の
委
任
）

第
五
十
七
条

国
税
庁
長
官
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
又
は
前
条
の

第
五
十
七
条

国
税
庁
長
官
は
、
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属

規
定
に
よ
り
そ
の
権
限
に
属
せ
し
め
ら
れ
た
事
務
を
国
税
局
長
又
は
税
務
署
長
に
取

せ
し
め
ら
れ
た
事
務
を
国
税
局
長
又
は
税
務
署
長
に
取
り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

り
扱
わ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２

省

略

２

同

上

第
五
十
八
条

第
三
十
六
条
（
第
四
十
八
条
の
十
六
又
は
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て

第
五
十
八
条

第
三
十
六
条
（
第
四
十
八
条
の
十
六
又
は
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
違
反
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
二

者
は
、
三
年
以
下
の
懲
役
又
は
二
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

第
五
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

第
五
十
九
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百

た
者
は
、
二
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

税
理
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
者
が
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
に
対
し
、
そ

一

税
理
士
と
な
る
資
格
を
有
し
な
い
者
で
、
日
本
税
理
士
会
連
合
会
に
対
し
、
そ

の
資
格
に
つ
き
虚
偽
の
申
請
を
し
て
税
理
士
名
簿
に
登
録
さ
せ
た
と
き
。

の
資
格
に
つ
き
虚
偽
の
申
請
を
し
て
税
理
士
名
簿
に
登
録
さ
せ
た
も
の

二

第
三
十
七
条
の
二
（
第
四
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

二

第
三
十
七
条
の
二
（
第
四
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

）
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
三
十
八
条
（
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

三

第
三
十
八
条
（
第
五
十
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は

第
五
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

第
五
十
四
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

四

第
五
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

四

第
五
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

２

省

略

２

同

上

第
六
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し
た

第
六
十
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万

者
は
、
一
年
以
下
の
懲
役
又
は
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

一

第
四
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

一

第
四
十
二
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

二

第
四
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

第
四
十
三
条
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
四
十
五
条
若
し
く
は
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定

三

第
四
十
五
条
若
し
く
は
第
四
十
六
条
又
は
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
税
理
士
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
に
違

に
よ
る
税
理
士
業
務
の
停
止
の
処
分
を
受
け
た
場
合
に
お
い
て
、
そ
の
処
分
に
違

反
し
て
税
理
士
業
務
を
行
つ
た
と
き
。

反
し
て
税
理
士
業
務
を
行
つ
た
者

第
六
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

第
六
十
一
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処

た
者
は
、
百
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

す
る
。

一

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

一

第
五
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者



二

第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

二

第
五
十
三
条
第
二
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

三

第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
と
き
。

三

第
五
十
三
条
第
三
項
の
規
定
に
違
反
し
た
者

第
六
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
そ
の
違
反
行
為
を
し

第
六
十
二
条

次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に

た
者
は
、
三
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

処
す
る
。

一

第
四
十
八
条
の
十
九
の
二
第
六
項
（
第
四
十
九
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準

一

第
四
十
八
条
の
十
九
の
二
第
六
項
（
第
四
十
九
条
の
十
二
第
三
項
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
九
百
五
十
五
条
第
一
項

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
に
お
い
て
準
用
す
る
会
社
法
第
九
百
五
十
五
条
第
一
項

の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
調
査
記
録
簿
等
に
同
項
に
規
定
す
る
電

の
規
定
に
違
反
し
て
、
同
項
に
規
定
す
る
調
査
記
録
簿
等
に
同
項
に
規
定
す
る
電

子
公
告
調
査
に
関
し
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
記
録
せ

子
公
告
調
査
に
関
し
法
務
省
令
で
定
め
る
も
の
を
記
載
せ
ず
、
若
し
く
は
記
録
せ

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
、
又
は
当
該
調
査
記
録
簿
等
を

ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
記
載
若
し
く
は
記
録
を
し
、
又
は
当
該
調
査
記
録
簿
等
を

保
存
し
な
か
つ
た
と
き
。

保
存
し
な
か
つ
た
者

二

第
四
十
九
条
の
十
九
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
の
規

二

第
四
十
九
条
の
十
九
第
一
項
又
は
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
、

定
に
よ
る
報
告
、
質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の

質
問
又
は
検
査
に
つ
い
て
、
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
質
問

報
告
を
し
、
質
問
に
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
検
査
を
拒

に
答
弁
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
答
弁
を
し
、
又
は
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し

み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
た
と
き
。

く
は
忌
避
し
た
者

第
六
十
三
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

第
六
十
三
条

法
人
の
代
表
者
又
は
法
人
若
し
く
は
人
の
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
第
一

従
業
者
が
、
そ
の
法
人
又
は
人
の
業
務
に
関
し
、
第
五
十
八
条
、
第
五
十
九
条
第
一

項
第
二
号
（
第
四
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
の
二
に
係
る
部

項
第
二
号
（
第
四
十
八
条
の
十
六
に
お
い
て
準
用
す
る
第
三
十
七
条
の
二
に
係
る
部

分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
四
号
、
第
六
十
条
第
三
号
（
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一

分
に
限
る
。
）
若
し
く
は
第
四
号
、
第
六
十
条
第
三
号
（
第
四
十
八
条
の
二
十
第
一

項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
又
は
前
条
第
一
号
若
し
く
は
第
二
号
（

項
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
六
十
一
条
又
は
前
条
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は

第
四
十
九
条
の
十
九
第
一
項
及
び
第
五
十
五
条
第
一
項
（
税
理
士
法
人
に
係
る
部
分

、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を

に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者

科
す
る
。

を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
又
は
人
に
対
し
、
各
本
条
の
罰
金
刑
を
科
す
る
。


